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経営理念 

　福岡県内を営業地盤に「中小企業専門金融機関としての使命と役割に徹し、地域社会とともに発展する」ことを
経営理念に掲げ、地域の皆さまに親しまれ、信頼される銀行を目指して、「ハート・ツー・ハート」の業務活動を展開し、
金融サービスの充実と健全経営、地域社会への貢献に努めております。 

中期経営計画（平成21年4月から平成24年3月まで） 

Ⅰ．基本方針 Ⅱ．主要施策 

1. 地域密着型金融の推進 

2. 経営体質の強化 

3. 人材の育成と活性化 

1. 地域密着型金融の推進と確固たる 
　 営業基盤の拡充 
2. ガバナンス態勢の強化 
3. 収益力の強化 
4. 人材の育成と活性化 

まず自らを育てよう 

信 頼される 仕 事 を し よ う  

銀行 と 共 に 前 進 し よ う  

顧客に満足を与えよう 

勇気 あ る 開拓者 と な ろ う  

われわれは常に福岡中央銀行の代表である。 
地元に親しまれ信頼される銀行員となり、中小企業専門金融機関としての使命に邁進する。 

常に目標を持ち、不断の努力によって自己の
成長をはかり、銀行になくてはならない人と
なろう。 

仕事に全力を傾け、業務に習熟し、信頼される
確実な仕事を成し遂げよう。 

銀行は生活の基盤である。敬愛と協調のもと、
みんなの創意と行動を結集して銀行の発展を
はかり、銀行と共に栄えよう。 

常に創意工夫をはかり、積極進取、勇気ある
開拓者となろう。断じて傍観者であってはなら
ない。 

より正しく、より早く、より親切に、常に顧客の身
になって考えよう。顧客の満足は最高の信用で
ある。 

われわれは自助の精神に徹し、自らを育て、銀行を育て、地域になくてはならない福岡中央銀行にしよう。 

行 是  

行  訓  



事
業
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概
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　当中間期の経営成績につきましては、経常収益は、その他業務収益やその他経常収益の増加等を主因に前年同期比8
億94百万円増加し62億2百万円となりました。 
　一方、経常費用は、資金調達費用やその他経常費用の減少等を主因に前年同期比3億61百万円減少し45億65百万
円となりました。 
　その結果、経常利益は前年同期比12億55百万円増加の16億37百万円となり、中間純利益につきましても、前年同期
比7億97百万円増加の10億4百万円となりました。 

預金残高（譲渡性預金を含む） 

（単位：億円） 法人 法人 個人 （単位：億円） 

貸出金残高 

個人 

　預金残高は、前年同期比で125億円増加して4,433億円
となりました。 

　貸出金残高は、地元中小企業および個人のお取引先の
資金需要にお応えした結果、前年同期比で66億円増加し
て3,368億円となりました。 

　当中間期末の主要勘定残高につきましては、預金及び譲渡性預金は、前事業年度末比214億65百万円増加の4,433
億8百万円となりました。貸出金につきましては、前事業年度末比80百万円減少の3,368億20百万円となりました。有
価証券につきましては、前事業年度末比72億2百万円増加の1,028億84百万円となりました。 
　資産につきましては、現金預け金や有価証券等の増加により、前事業年度末比97億62百万円増加の4,810億13百
万円となりました。 
　負債につきましては、預金及び譲渡性預金等の増加により、前事業年度末比90億26百万円増加の4,612億44百万
円となりました。 
　純資産につきましては、利益剰余金の増加等により、前事業年度末比7億36百万円増加の197億69百万円となりま
した。 

投資信託残高 公共債残高 保険残高 

有価証券残高 

　有価証券残高は、1,028億円となりました。 

預かり資産残高 

（単位：億円） 

　預かり資産残高は、前年同期比で30億円増加して288
億円となりました。 

 

事業の概況  

経営成績に関する定性的情報 

財政状態に関する定性的情報 
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（単位：％） （単位：億円） 自己資本額・自己資本比率 自己資本額 自己資本比率 

（単位：百万円） コア業務純益・経常利益・中間（当期）純利益 

（単位：百万円） 経常利益 

コア業務純益 

預金や貸出金、為替業務などであげた利益（業務純益）から 
一時的な変動要因を除いた、銀行の本来業務での利益です。 

銀行が本業を含めて普段行っている継続的な活動から得ら 
れる利益です。 
経常利益に特別損益と税金等を加減算した最終的な利益です。 

1. コア業務純益とは 

2. 経 常 利 益とは 

3. 中間（当期）純利益とは 

用 語 解 説  

　銀行の安全性・健全性を示す最も代表的な指標が
自己資本比率です。 
　自己資本比率は国内のみで営業している銀行は
国内基準の4％以上、海外に拠点を持つ銀行は国際
統一基準の8％以上を保つ必要があり、当行は国内
基準4％以上の自己資本比率の確保が求められており
ます。 
　当行の自己資本比率は8.93％と国内基準の2倍
以上あり、劣後ローン等の負債性調達手段に頼ること
なく高い安全性を維持しております。 
　今後も収益力を高め内部留保を積み上げることによ
り、自己資本の充実を図ってまいります。 

　コア業務純益は、10億47百万円となりました。 
　経常利益は、前年同期比で12億55百万円増加して
16億37百万円となりました。 
　中間純利益は、前年同期比で7億97百万円増加し
て10億4百万円となりました。 
　当行は昭和26年創立以来60年間黒字決算を続けて
おります。 

（単位：百万円） 中間（当期）純利益 

事 業 の 概 況  
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貸出金残高および中小企業等向け貸出金残高の推移 

金融再生法開示債権の保全内訳 （単位：百万円） 

破産更生債権等 危険債権 要管理債権 合　　計 
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金融再生法開示債権の状況（平成23年9月期） 

金融再生法開示債権の保全状況（平成23年9月期） 

破産更生債権及 び  
これ ら に 準 ず る 債権 

危 険 債 権  

要 管 理 債 権  

1. 破 産 更 生 債 権 等 

2. 

3. 

 とは 

とは  

とは 

正 常 債 権  4. とは 

用 語 解 説  

） （  

　平成23年9月期の金融再生法開示基準による当行の不良債権額は176億64百万円、不良債権比率は5.23%となりました。 
　当行は、堅実経営をモットーに信用リスクの管理強化に努め、また「金融検査マニュアル」で示された、資産査定、引当
基準の考え方を踏まえ、自己責任に基づき、かつ外部監査人との合意のもと、十分な貸倒引当金の繰入を実施しておりま
す。不良債権に対しての担保や貸倒引当金による保全率は92.04％で、残りの部分に対しても自己資本での対応が十分
可能です。 
　今後も皆さま方の資金需要にお応えしながらも、審査、リスク管理を徹底しながら、資産の健全性維持に努めてまいります。 

福岡県内の個人・中小企業の皆さまへの貸出を 
基本としております。 

厳格な資産査定と適切な保全・引当で、資産の健全性維持に努めております。 

　当行は、“地元に親しまれ、信頼される銀行”を目指して、
地域の皆さまの資金需要に対して積極的に取り組んでま
いりました。特に、地元中小企業および個人の皆さまの
資金需要に最大限お応えした結果、平成23年9月末に
おける貸出金のうち、中小企業等向け貸出金割合は
90.41％、貸出先件数割合は99.81％に達しております。 
　今後とも引き続き地域金融機関として個人・中小企業
の皆さまの健全な資金需要に対して的確にお応えし、地
域社会の発展に貢献していきたいと考えております。 

（単位：億円） 

（単位：％） （単位：百万円） 

貸出の基本理念について  

不良債権について  

（％ は貸出金に占める中小企業等向け貸出金の割合） 

貸出金残高 中小企業等向けの貸出金残高 うち個人ローン 

不良債権額および不良債権比率の推移 
破産更生債権等 危険債権 要管理債権 不良債権比率 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続 
開始の申立て等の事由により、経営破綻 
に陥っている債務者に対する債権及び 
これらに準ずる債権。 

債務者が経営破綻の状態には至ってい 
ないが、財政状態及び経営成績が悪化し、 
契約に従った債権の元本の回収及び利 
息の受取りができない可能性の高い債 
権。 
 3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和 
債権。 

債務者の財政状態及び経営成績に特に 
問題がないものとして、上記1から3ま 
でに掲げる債権以外のものに区分され 
る債権。 

当
行
の
考
え
方
 

開 示 債 権 額 （A） 

担保・保証等による保全額 （C） 

（B） 

保 全 額 （D）=（B）+（C） 

対象債権に対する貸倒引当金 

開示額に対する保全率 （D）÷（A） 

平成23年9月30日 

保全部分 
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コーポレート・ガバナンス（企業統治）について 

　当行は、コーポレート・ガバナンスの重要性が増すなかで地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を果たすことを

柱とした企業倫理を構築することを基本方針として、経営の意思決定の迅速化、責任体制の明確化、取締役会の監督機能

強化等に取り組んでおります。 

会社の機関の内容 

1．　当行は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち3名については、会社法第2条第16号および会社法第335

条第3項に定める社外監査役(非常勤)であり、監査の透明性・実効性を高めております。常勤監査役1名につきまして

は、取締役会その他重要な会議等に参加し、必要に応じて意見を述べております。  

2．　取締役会や監査役(会)が、株主に対する責務を十分に発揮できるよう、善良なる管理者としての注意義務・忠実義

務を履行し、違法行為や社会通念上不適切な行為等を阻止するため、監査役による、また取締役相互の監視体制の整

備にも努めております。 

〈取締役会〉 
取締役会では、取締役会規定に基づき、経営に関する重要な事項等を決定するとともに、業務の執行状況について

監督を行っております。また取締役会には、社外監査役3名を含む監査役4名が出席し必要があると認められた場合

には、意見を述べております。なお、当行の取締役は10名であります。 

〈常務会〉 
常務会は、取締役頭取、専務取締役、常務取締役をもって構成し、取締役会が定める方針に基づき、業務執行に関す

る重要な事項について決定または協議する役割を担っております。 

〈監査役会〉 
監査役会は、社外監査役を含む監査役全員で構成されており、法令、定款、監査役会規定等に基づき運営され、監査

に関する重要な事項等の報告・協議・決議を行っております。 

また、監査役の機能強化のため、監査役4名のうち社外監査役を3名とする体制とし、監査役監査の一層の充実・強

化に努めております。  

3．　当行における経営の意思決定プロセスについては、取締役会や常務会および職務権限基準等の行内諸規定に基づ

き意思決定を行う体制としております。また、弁護士や税理士と顧問契約を締結し、必要に応じて助言等を受けてお

ります。 

内部統制システムの整備の状況 

当行は、会社法施行により求められた内部統制に関する基本方針を以下のとおり取締役会で決議するとともに、継

続的な体制の見直しを行うことにより、内部統制の充実・強化および適切な体制の確保に努めることとしております。  

1．　取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

コンプライアンスガイドブックをはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を、役職員が法令・定款および当

行の行内規定を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総合企画部が、全行のコン

プライアンスの取組みを横断的に統括することとする。監査部は、総合企画部と連携の上、コンプライアンスの状況を

監査する。これらの活動は定期的に取締役会および監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等に

ついて従業員が直接情報提供を行う手段として総合企画部長を窓口にする内部通報制度および顧問弁護士を窓口

にする外部通報制度を設置する。コンプライアンスの重要な問題を審議し、取締役会に答申するコンプライアンス委

員会を設置する。 

市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断および被害防止のための体

制整備に努める。 

財務報告の適正性を確保するために、財務報告に係る内部統制を整備・運用、評価するための規定を定め、財務報

告の信頼性確保を図る。  

（平成23年9月30日現在） 



 

内部監査および監査役監査の状況 

〈内部監査〉 

当行では独立した内部監査部門である監査部が業務遂行状況等について監査を実施し、各部門のコンプライアン

スやリスクに関する管理状況等について、諸法令や行内規定等との整合性や有効性を検証し、その状況を取締役会

等へ報告しております。 

また、内部監査部門と外部監査部門、監査役および内部統制部門との連携を強化し、内部管理態勢の充実を図って

おります。 

〈監査役監査〉 

監査役は、監査部や会計監査人、内部統制部門と緊密な連携をとりながら、内部統制システムが適切に構築され運

用されているかを監査しております。 

監査役は、毎月開催される取締役会等において、監査部が行う内部監査の実施状況の報告を定期的に受けるとと

もに、内部監査部門と随時意見・情報交換を行っております。さらに、監査役会による各業務執行取締役および重要な

使用人からの個別ヒアリングの機会を最低年2回(臨時に必要と監査役会が判断する場合は別途)設けると共に代表

取締役、会計監査人とそれぞれの間で定期的に意見交換会を開催することとしております。また、監査役・監査部と会

計監査人および内部統制部門においても、必要に応じて意見・情報交換を行っております。 

このように、当行の内部監査部門、監査役、会計監査人および内部統制部門は密接な連携を保ち、効率的な監査を

実施するよう努めております。 

2．　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

文書取扱規定に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存

する。取締役および監査役は常時これらの文書等を閲覧できるものとする。  

3．　損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

リスク管理規定により、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、当行全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、リス

ク管理体制を明確化する。各部署ごとのリスク管理の状況を、総合企画部が統括し監査部が監査を行い、その結果

を定期的に取締役会に報告する。リスク管理の重要な問題を審議し、取締役会に答申するリスク管理委員会を設置

する。  

4．　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

行内規定に基づく職務権限および意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。  

5．　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使

用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役はその職務の執行に必要な場合は、監査部員に監査役の職務の遂行の補助を委嘱することができるものと

し、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役、監査部長等の指揮命令を受けな

いものとする。  

6．　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当行に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状

況、内部通報制度による通報状況およびその内容をすみやかに報告する。  

7．　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会による各業務執行取締役および重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を最低年2回(臨時に必要と

監査役会が判断する場合は別途)設けると共に代表取締役、監査法人とそれぞれの間で定期的に意見交換会を開催

する。 



・ 「市場 の 変 動 に 伴 って 資 産 、 負債等 の 価値 が 減 少す る リ ス ク 」 を市場リスク、「金融機関に対する信用低下や運用・調達の極端な不一致から急速な資金の流 
出に対 応 できな く なる リ ス ク 」 を流動性 リ ス ク と い い ま す 。  

・ 「事務面での事故や不正に係わるリスク」を事務リスクといい、「コンピューターシステムの障害や不正利用等により損失を被るリスク」 をシ ステ ム リ ス ク とい 
い ま す 。  

・ 「貸出先の経営悪化で貸出した資金の元本回収ができない、 ない しは 利息収入 が 得 ら れ な い な ど の リ ス ク 」 を信用 リ ス ク と い い ま す 。  

コン プ ライア ンス  （法令等遵守）の体制  

当行は従来から、より地元に親しまれ信頼される銀行を目指してきました。そのためにもコンプライアンス態勢の

定着を経営上の最重要課題として位置づけ、その徹底を図るべく全役職員が一丸となって取組んでおります。 

コンプライアンス統括部署の総合企画部を中心に、関係各部と連携して法令やルールに則した業務処理がなされ

ているかをチェックする体制を整備すると共に、毎年「コンプライアンス・プログラム」を策定し具体的計画の実践に

向け諸活動を展開しております。また、関係各部・営業店にはコンプライアンス責任者・担当者を配置してコンプライ

アンスの徹底状況をモニタリングすると共に、「コンプライアンス・ガイドブック」に基づく職場研修や啓蒙活動等を通

してより高い自己規律や自己責任の企業倫理の構築に努めております。 

リスク管理の体制 

金融の自由化・国際化・規制緩和の急激な進展にともない、金融機関が直面するリスクは一段と複雑化・多様化して

おります。 

このような環境の中で当行は、取締役会を頂点としたリスク管理体制を構築しております。 

リスクに適切に対応できる体制を一層充実させるため、頭取を委員長とする「リスク管理委員会」と、その下部組織

として関係各部からなる委員会、作業部会を設置してリスク管理の徹底と経営の健全性の維持向上に努めております。 

また、非常事態対策マニュアルを策定して、不測の事態に備えております。 

〈市場関連・流動性リスク〉 

各種市場関連リスク管理体制として、「リスク管理委員会」の下部組織であるALM（資産・負債総合管理）委員会

および作業部会を設置し、月1回の委員会開催を通してリスク管理の徹底を図っております。 

金利リスク対策として、調達面では金利予測に応じて期間など調達構造の均質化を図り、運用面では市場金利の

変動にともない貸出金利を変化させることができるよう短期プライムレート連動型長期貸出金利を導入しています。 

　また、国際証券部において常時運用資産の点検に取組み、安定的な収益確保を目指すと共に運用と調達の資金

ポジションの適切な管理を行うことにより、資金繰りについて常に把握し、流動性リスクを考慮した業務運営を行って

おります。 

〈事務リスク・システムリスク〉 

事務・システムリスク管理体制として事務部を主管部とした関係各部からなる作業部会を設置して、リスク管理の

充実・強化を図っております。 

事務リスク対策として、監査部による総合監査のほかに部分監査を併用して営業店監査を行うほか、事務部事務

指導役による臨店指導や自己責任原則に基づく営業店自身による毎月の自店検査を実施するなど、事故の未然防止

に取組んでおります。さらに、事務規定の充実を図り研修等を通して営業店事務水準の向上に努めております。 

システムリスクにつきましては、当行のオンラインセンターであるシステムバンキング九州共同センターと共に、

元帳の二重化、大規模災害時に備えたバックアップセンターの設置など、非常事態対策も講じております。 

〈信　用　リ　ス　ク〉 

信用リスク管理体制として融資統括部を主管部とした関係各部からなる作業部会を設置して、リスク管理の充実・

強化を図っております。 

当行では銀行の重要な資産である貸出金の健全性を堅持し、厳格な信用リスク管理の維持を図るため従来より

審査部門と推進部門を分離し、審査の独立性・客観性を確立させることにより個別案件ごとに厳正な審査を行って

おります。 

さらに、各種信用情報や“キャスター”による企業の経営分析と“アラーム管理システム”による倒産の事前チェック

などを行い、不良債権発生の防止に努めると共に信用格付の導入や信用リスクの計量化（与信先の債務不履行等で

債権が回収不能になる可能性を数値化して把握すること）にも取組み、より高度な融資運営を目指しております。 

また、自己査定につきましては、金融庁が公表した「預金等受入金融機関に係る金融検査マニュアル」を踏まえて、

自己責任原則に基づきかつ外部監査人との合意のもと制定した自己査定基準に従って厳格に実施しております。 
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基本方針  

体制整備の概要  

1. 中小企業や個人事業主のお客さまからの新たな融資の申込みや貸付条件の変更等の相談・申込みに対しては、お客さ

まの事業の特性、状況、改善または再生の可能性を勘案しつつ、お客さまのご要望を真摯に受け適切かつ迅速な審査を

実施してまいります。 

2. 中小企業や個人事業主のお客さまの経営実態に応じた経営相談、経営指導を行ない、お客さまの経営改善に向けた取

組みに対しては適切な支援に努めてまいります。 

3. 中小企業や個人事業主のお客さまの経営実態や技術力・成長性等や事業そのものの採算性・将来性等の事業価値を見

極めるよう役職員の能力向上に努めてまいります。 

4. 住宅ローンをご利用のお客さまからの貸付条件の変更等の相談・申込みに対しては、真摯にご要望を受けお客さまの実

態や今後の見込み等の状況を踏まえ適切かつ迅速に審査を行なってまいります。 

5. お客さまからの新たな融資の申込みや貸付条件の変更等の相談・申込みをお受けした場合は、ご相談をいただいた案

件の進捗について適切な管理を行なってまいります。 

6. お客さまからの貸付条件の変更等の申込みに際し、当行以外の金融機関等からもお借入れをされている場合は、お客

さまの同意をいただいたうえで、その金融機関等と緊密な連携を図ってまいります。 

7. お借入の内容、お借入れの条件等ご契約の内容については、お客さまの理解を得るために、適切かつ丁寧な説明を行な

うよう努めてまいります。なお、新たな融資の申込みや貸付条件の変更等のご要望に沿えない場合は、これまでのお取

引等をふまえ、その理由について可能な限り具体的で丁寧な説明を行なうよう努めてまいります。 

8. お客さまからの新たな融資の申込みや貸付条件の変更等の相談・申込みにあたっての、お客さまからの苦情やご意見に

つきましては真摯かつ適切な対応を図るよう努めてまいります。 

金融円滑化にかかる管理体制 新たな融資や条件変更等のお取扱い手順 

※ご相談やお申込みは営業店の金融円滑化ご相談窓口および本店営業部の住宅ローン窓口でお受けします。 
※ご相談やお申込みに関する苦情・ご相談は営業店の金融円滑化ご相談窓口または本部内の顧客相談室にお申し付けください。 

苦情相談経過 

ご相談経過 

金融円滑化に対する当行の方針について 

当行は、かねてより地域に密着し、｢中小企業専門金融機関としての使命と役割に徹し、地域社会とともに発展する」こと

を経営理念に掲げ、地域の皆さまに親しまれ、信頼される銀行を目指して、「ハート・ツー・ハート」のリテール戦略で、お客さ

まのニーズに的確・迅速にお応えするビジネスモデルを展開して、地域の利用者の利便向上に向けて事業再生・金融円滑化

に取り組んでまいりました。 

また、「ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化」、「事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に

適した資金供給手法の徹底」、「地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献」を柱に、「地域密着型金融推進

計画」を策定し、地域密着型金融の一層の機能強化を図ってまいりました。 

当行ではこれまでも、上記のような対応を図ってきたところではありますが、現在の経済金融情勢や雇用環境におけるお

客さまのお借入負担の状況を鑑み、地域の中小企業や個人事業主の皆さまおよび住宅ローンをご利用のお客さまを最大

限サポートする体制を強化するため、以下のように方針および体制を整備し金融円滑化への取組みをさらに強化しており

ます。 
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貸付けの条件の変更等の申込みを 
受けた貸付債権 

うち、実行に係る貸付債権 

うち、謝絶に係る貸付債権 

うち、審査中の貸付債権 

うち、取下げに係る貸付債権 

うち、信用保証協会等による債
務の保証を受けていた貸付債権
のうち実行に係る貸付債権 

うち、信用保証協会等による債
務の保証を受けていた貸付債権
のうち謝絶に係る貸付債権 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

平成21年12月末 平成22年3月末 平成22年6月末 平成22年9月末 平成22年12月末 平成23年3月末 平成23年6月末 平成23年9月末 

（金額単位：百万円） 

175 

33 

0 

139 

3 

17 

0 

2,785 

578 

0 

2,152 

54 

243 

0 

652 

350 

23 

255 

24 

242 

14 

9,095 

5,774 

289 

2,804 

225 

2,423 

164 

961 

664 

111 

138 

48 

447 

73 

12,490 

9,474 

1,097 

1,457 

461 

4,407 

582 

1,233 

924 

141 

87 

81 

611 

92 

15,575 

12,605 

1,274 

835 

860 

5,776 

669 

1,506 

1,141 

166 

108 

91 

753 

110 

19,662 

15,947 

1,375 

1,441 

896 

7,247 

755 

1,809 

1,414 

194 

98 

103 

933 

133 

24,056 

20,268 

1,528 

1,175 

1,084 

9,237 

889 

2,105 

1,662 

211 

108 

124 

1,100 

149 

27,959 

23,690 

1,709 

1,142 

1,417 

10,761 

1,003 

2,334 

1,879 

247 

72 

136 

1,255 

176 

31,258 

27,217 

1,925 

494 

1,621 

12,215 

1,174 

（金額単位：百万円） 

貸付けの条件の変更等の申込みを 
受けた貸付債権 

うち、実行に係る貸付債権 

うち、謝絶に係る貸付債権 

うち、審査中の貸付債権 

うち、取下げに係る貸付債権 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

平成21年12月末 平成22年3月末 平成22年6月末 平成22年9月末 平成22年12月末 平成23年3月末 平成23年6月末 平成23年9月末 

11 

3 

0 

8 

0 

134 

20 

0 

114 

0 

33 

13 

2 

15 

3 

424 

179 

9 

190 

45 

47 

24 

7 

8 

8 

590 

297 

62 

105 

124 

63 

36 

10 

8 

9 

802 

443 

129 

96 

132 

72 

45 

11 

3 

13 

946 

582 

151 

42 

168 

77 

48 

13 

3 

13 

1,004 

610 

191 

33 

168 

85 

52 

15 

5 

13 

1,098 

646 

232 

51 

168 

95 

60 

18 

4 

13 

1,181 

726 

253 

33 

168 

金融円滑化の取組み 

※件数・金額は返済条件変更等のお申込み時点での債権件数および金額を記載しております。 
※件数・金額は、法施行日からの累計を記載しております。 
※「中小企業者」には事業を行う個人のお客さまを含みます。 

組　織 

本　部 

営業店 

名　称 

 

お取引店もしくは 
顧客相談室 

「金融円滑化苦情相談窓口」 
 フリーダイヤル  0120-198-500 
 

責 任 者  
（担当者） 役　割 

金融円滑化管理態勢整備お
よび状況の把握、改善策の検
討 
営業店の金融円滑化の状況
把握、進捗管理 

金融円滑化管理全般の統括 

住宅資金お借入のお客さま 

中小企業者のお客さま 

金融円滑化委員会  

金融円滑化対応責任者 

金融円滑化対応担当者 

金融円滑化対策チーム 

頭 取  
（ 役員・本部部長  ） 

営 業 店 長  

融 資 役 席 な ど お 申 込 み の 受 付・記 録  

融 資 統 括 部 長  
（ 本部・営業店より 
 メン バ ー を 選 抜 ） 

貸付けの条件の変更等の実施状況について 

平成21年12月4日に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」第4条

および第5条に基づく貸付けの条件の変更等の実施状況を、以下のとおり公表いたしました。 

金
融
円
滑
化
の
取
組
み
 

受付：月曜日から金曜日 午前9時～午後5時 
ただし、銀行休業日を除きます 
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